
主目的 4 16 1

副目的

款 項 目 大 中

担当係

学校給食課

北部学校給食センター

3

学校給食法

4

平成３０年度以降平成１２年度以前

教育文化

10

～

1

学校教育

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

心身の成長著しい児童及び生徒の食生活の健全化を図る。

内容

（手段）

1

・給食調理及び対象小中学校８校の配膳業務、センターと配膳校間の配送業務を民間委託

で実施。

・児童及び生徒の成長に応じ栄養バランスのとれた献立を計画的に作成する。

・給食用物資（食材）は安全性、味、価格等を考慮し厳選した物資を調理に使用する。

・「学校給食衛生管理の基準」等により衛生管理の徹底を図り、食中毒は絶対に防止すると

共に、委託業者も同様に衛生管理の徹底を義務付ける。

・地元の農産物など地産地消による給食を推進する。

・各小中学校との食数の連絡調整、給食費入金管理及び民間委託業者との連絡調整を行

う。

・設備等の保守点検を行う。

・給食センターの運営に関る契約事務を行う。

・平成24年度直接経費の内訳

　委託料　　　110,912千円　　　　　賄材料費　 231,474千円

　修繕料　　　  14,078千円           その他　　　　31,681千円
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要要要要

一般会計

根拠法令・個別計画

事業期間

担当課

給食センター管理運営事業（北部）

会計区分 事業類型 法定受託系

総合計画

分野別計画

教育を支える学習環境を整備する

予算区分

事務事業名 担当部

単位

千円

人

千円

人

千円

千円

％

千円

千円

千円

10,660 10,660

100.1

直接経費

正職員

394,303385,480

2.002.00

Ｈ22決算額 Ｈ23決算額 Ｈ24決算額 Ｈ25予算額

0.00

154,282

0

0.00

228,088

0

0

250,681240,548

財

源

102.0

163,784

396,140

103.7

0

費

用

従事者数

一般財源

費用合計

その他職員

人件費

対前年比

人件費

393,672

ココココ

　　　　

　　　　

スススス

　　　　

　　　　

トトトト

2.00

0

381,788

168,052

00

404,332

国・県支出金

0

受益者負担 有

（手段） 　修繕料　　　  14,078千円           その他　　　　31,681千円

・職員の内訳

　正職員2名（事務職）

・平成25年度直接経費の内訳

　委託料　　　  97,762千円　　　　　賄材料費　 250,681千円

　修繕料　　　    9,680千円           その他　　　　36,180千円

・職員の内訳

　正職員2名（事務職）

要要要要

小学校 220円/食、中学校 250円/食　平成24年度給食費収入　240,548千円

その他財源

156,007

404,963

10,660

371,128

2.00

10,660

従事者数

225,781

0.000.00

千円 228,088 250,681240,548その他財源 225,781



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

H23

20

事業番号

0

5,520

9

―

―

328

事業の

達成状況

給食調理及び対象小中学校８校の配膳業務、センターと配膳校間の配送業務を民間

委託で行い、順調に業務が遂行できた。

また、アレルギーの対象児童・生徒に除去食を提供しているが、問題なく遂行すること

ができ、児童生徒の健全な食生活を確保することができた。

0

回

20

40

日

0

H23

5,569

回

20

0

0

0

―

H25

28

― ―

5,594

H22

38

給食関係委員会開催

小牧の農産物購入回

数

成果指標名

人為的事故等で給食が

提供できなかった日

活動指標名

調理食数

― ―

0

H24

H24

食

平平平平

成成成成

２２２２

４４４４

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

事業実施におけ

る課題

・台風等の影響による、急な休校があった際の対応が困難であること。

・施設建設から１５年が経過し、施設・設備の老朽化が進んでいること。

・生活保護受給者の給食費等の未納に伴う代理納付について、保護実施機関と調整

する必要がある。

―
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績績績績

H25H22

8

平平平平

成成成成

２２２２

５５５５

年年年年

度度度度

のののの

改改改改

善善善善

内内内内

容容容容

維　持

二二二二

次次次次

評評評評

価価価価

一次評価のとおり。

学校給食法に基づき実施しており、事業の廃止は困難である。

事業を縮小・

廃止したときの

影響

２５年度における

事業の改善・見

直し内容（新規追

加事項、廃止・削

減事項等）

維　持

方向性の判定

判定理由

方向性の判定

判　定　理　由

事事事事

業業業業

のののの

自自自自

己己己己

評評評評

価価価価

平平平平

成成成成

２２２２

６６６６

年年年年

度度度度

のののの

事事事事

業業業業

のののの

方方方方

向向向向

性性性性

２６年度以降

の改善案

安全安心な食材で、学校給食を安定的に供給することを目指す。

また、そのためにもより多くの地元食材を使用する。

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

する必要がある。

人為的事故等で給食が実施できなかった日も無く、さらに児童生徒へのアレルギー除

去食の提供も問題なく遂行できているため、現状維持と判断した。

・生活保護受給者の給食費等の未納に伴う教育扶助の代理納付について、保護実施

機関と調整し、平成25年度中に開始する。


